
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 等 新 旧 対 照 表  

改     正     前 改     正     後 

国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業

規則 

（平成１８年達示第２１号） 

第１章 総則 

 （中 略） 

（特定有期雇用教職員の定義） 

第２条 この規則において「特定有期雇用教職員」と

は、次の各号に掲げるものをいう。 

(1) （略） 

(2) 特定拠点教員 任期を付して雇用する教員のう

ち、世界トップレベル国際研究拠点形成促進プロ

グラム（以下「トップレベル拠点プログラム」と

いう。）又はｉＰＳ細胞研究プログラム（再生医

療実現拠点ネットワークプログラムを実施するた

め他のプログラム、プロジェクト等と複合させる

ことについて認定を受けたプログラムをいう。以

下同じ。）により特定拠点教授、特定拠点准教授、

特定拠点講師又は特定拠点助教の職名で雇用され

る者 

(3)～(8) （略） 

（中 略） 

第３章 特定拠点教員 

（職務内容） 

第８条 特定拠点教員は、トップレベル拠点プログラ

ムを実施するための研究拠点又はｉＰＳ細胞研究プ

ログラムを実施するための施設において研究に従事

する。 

（中 略） 

  第７章 特定職員 

 （中 略） 

（契約期間） 

第２３条 特定職員の契約期間は、５年以内とし、通

算５年の期間を限度として、更新することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、総長の認める特定のプ

ログラム、プロジェクト等により雇用される特定職

員の契約期間は、当該プログラム、プロジェクト等

の継続する期間以内とすることができる。この場合

において、当該契約期間は、これを更新しない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、研究開発力強化法第

１５条の２第１項第１号又は第２号に該当する場合

の契約期間は、通算１０年の期間を限度として、１

回に限り更新することができる。 

４ 前２項の規定にかかわらず、トップレベル拠点プ

ログラム又はｉＰＳ細胞研究プログラムにより雇用

される特定職員の契約期間は、当該プログラムの継

 

 

 

第１章 総則 

 

（特定有期雇用教職員の定義） 

第２条  

  

(1)   

(2) 特定拠点教員 任期を付して雇用する教員のう

ち、高等研究院又はｉＰＳ細胞研究プログラム（再

生医療実現拠点ネットワークプログラムを実施す

るため他のプログラム、プロジェクト等と複合さ

せることについて認定を受けたプログラムをい

う。以下同じ。）を実施するための施設において

特定拠点教授、特定拠点准教授、特定拠点講師又

は特定拠点助教の職名で雇用される者 

 

 

(3)～(8) （同 左） 

 

第３章 特定拠点教員 

（職務内容） 

第８条 特定拠点教員は、高等研究院又はｉＰＳ細胞

研究プログラムを実施するための施設において研究

に従事する。 

 

 

第７章 特定職員 

 

（契約期間） 

第２３条 

 

２ 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

４ 前２項の規定にかかわらず、ｉＰＳ細胞研究プロ

グラムにより雇用される特定職員の契約期間は、当該

プログラムの継続する期間以内とし、当該期間を限度

（同 左） 

（同 左） 



改     正     前 改     正     後 

続する期間以内とし、当該期間を限度として、更新

することができる。 

５ 前各項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認

めた場合は、同項に定める期間又は回数を超えて更

新することができる。 

６ 第１項又は第３項から前項までの規定により更新

された契約期間の満了後に労働契約を更新しない場

合の通知及び更新しない理由の証明書については、

第５条第２項及び第３項の規定を準用する。 

（中 略） 

   第８章 特定研究員 

 （中 略） 

（準用） 

第２８条 第６条、第６条の２及び第２０条第１項の

規定は、特定研究員に準用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、就業規則第２２条第１

項第３号の規定は、トップレベル拠点プログラム又

はｉＰＳ細胞研究プログラムにより雇用する場合に

おいて大学が特に認めた場合（無期転換した場合を

除く。）は、これを準用しない。 

（後 略） 

 

国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則 

（平成１７年達示第３８号） 

 （前 略） 

別表第１（第２条・第３条・第４条関係） 

職名 資格・職

務能力 

職務内容 雇用年

齢上限 

その他の事項 

     

研究開

発補佐

員 

当該業務

の遂行能

力がある

者 

当該プロ

グラムに

係る研究

開発に関

する職務

の補佐業

務に従事 

満６０歳 

（ た だ

し、大学

が特に認

めた場合

は 、 満 

６５歳） 

・世界トップレベル国際研

究拠点形成促進プログラ

ム又はｉＰＳ細胞研究プ

ログラムにて雇用される

場合に限る 

・学生、研究生等を除く 

・選考基準は、研究開発シ

ステムの改革の推進等に

よる研究開発能力の強化

及び研究開発等の効率的

推進等に関する法律第  

１５条の２第１項第１号

の規定を考慮し、当該部局

が定める 

     

として、更新することができる。 

 

５ 

 

 

６ 

 

 

 

 

第８章 特定研究員 

 

（準用） 

第２８条 （同 左） 

 

２ 前項の規定にかかわらず、就業規則第２２条第１

項第３号の規定は、ｉＰＳ細胞研究プログラムによ

り雇用する場合において大学が特に認めた場合（無

期転換した場合を除く。）は、これを準用しない。 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第２条・第３条・第４条関係） 

職名 資格・職

務能力 

職務内容 雇用年齢

上限 

その他の事項 

     

    ・ｉＰＳ細胞研究プログ

ラムにて雇用される場合

に限る 

・学生、研究生等を除く 

・選考基準は、研究開発シ

ステムの改革の推進等に

よる研究開発能力の強化

及び研究開発等の効率的

推進等に関する法律第 

１５条の２第１項第１号

の規定を考慮し、当該部局

が定める 

 

 

     

（同 左） 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



改     正     前 改     正     後 

 （後 略） 

 

国立大学法人京都大学教職員給与規程 

（平成１６年達示第８０号） 

（前 略） 

（拠点手当） 

第３３条の５ 国立大学法人京都大学の組織に関する

規程（平成１６年達示第１号）第５０条第１項の研

究拠点において研究に従事する教員及び国立大学法

人京都大学特定有期雇用教職員就業規則（平成１８

年達示第２１号）第２条第２号に規定するｉＰＳ細

胞研究プログラムを実施するための研究に従事する

教員には、拠点手当を支給することができる。 

２ 前項の手当の月額は、３００，０００円までの範

囲内の額とする。 

３ 拠点手当の支給される教員の範囲、支給額その他

拠点手当の支給に関し必要な事項は、国立大学法人

京都大学教職員拠点手当支給細則に定める。 

 （後 略） 

 

 

 

 

 

（拠点手当） 

第３３条の５ 国立大学法人京都大学の組織に関する

規程（平成１６年達示第１号）第５０条第１項の組

織において研究に従事する教員及び国立大学法人京

都大学特定有期雇用教職員就業規則（平成１８年達

示第２１号）第２条第２号に規定するｉＰＳ細胞研

究プログラムを実施するための研究に従事する教員

には、拠点手当を支給することができる。 

２  

 

３  

 

 

 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
 

（同 左） 


